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今治市健康福祉部高齢介護課  

 

社会福祉施設等の利用者に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について 

 

平素より、本市介護保険事業の運営に関しまして、ご協力賜り厚くお礼申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症が利用者及び職員等に発生した場合、迅速に対処するため、

厚生労働省より、別紙「社会福祉施設等の利用者に新型コロナウイルス感染症が発生

した場合の対応(２月18日時点)」が示されましたのでお知らせいたします。 

つきましては、万が一新型コロナウイルス感染症が発生した場合に備え、関係機関等

との連携等も含め、ご対応の程よろしくお願いいたします。 

 

 [参考] 

○ 新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター(各都道府県相談窓口等) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-

kikokusyasessyokusya.html 
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